
後期高齢者医療における窓口負担割合の見直し（２割負担の導入）について 

現役世代の負担上昇を抑制するため、後期高齢者の一定の所得がある方への（患者

負担割合）２割負担が導入された。 

１ 自己負担割合見直しの背景（国資料より） 

・令和４年度以降、団塊の世代が 75歳以上となり始め、後期高齢者が増加し、後期

高齢者の医療費の増大が見込まれること。 

・後期高齢者医療費の窓口負担を除いた約４割を占める現役世代の負担(支援金が

今後も拡大していく見通しであり、「全世代対応型の社会保障制度を構築」するた

め、現役世代の負担増を抑える必要があること。 

２ ２割負担区分の概要 

① ２割負担区分に該当する所得基準

 課税所得が 28万円以上かつ、「年金収入＋その他の合計所得金額」が単身世帯の

場合 200万円以上の方、複数世帯の場合 320万円以上の方が対象。 

※２割負担となる方は全国の後期高齢者医療の被保険者全体のうち約 20%を見込む。 

② 配慮措置

（負担増加の緩和措置） 

急激な負担増への配慮措置として、２割負担への変更により影響が大きい外来

患者について、２割負担の場合と１割負担の場合を比較し、負担増加額を最大で

も、ひと月分３，０００円に収まるよう配慮措置を行う。 

配慮措置期間は３年間とし、３，０００円を超える部分は、高額療養費として 

払い戻し対応を行う。 

（高額療養費口座の事前登録） 

 上記の高額療養費を迅速に支給するため、新たに２割負担適用となった方に高 

額療養費口座の事前登録申請用紙を郵送し、事前登録を依頼。 

※秋田県広域連合でも実施済。 
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令和４年度・令和５年度後期高齢者医療保険料率の改定について 

後期高齢者医療保険料については、高齢者の医療の確保に関する法律第104条第３項に

より、２年ごとに見直し（保険料率の改定）を行う必要があり、令和４年２月議会にお

いて条例案が可決され、現在は令和４・５年度の保険料率を適用しています。次回の令

和６・７年度保険料率については、令和５年度末に改定を行う予定です。 

１ 保険料の概要 

 後期高齢者の医療給付費の財源については、約５割を国庫負担金などの公費、約４割

を現役世代からの支援金、残りの約１割を被保険者である後期高齢者の保険料とする

負担割合となっています。

２ 保険料率の推移 

保険料の内訳は、被保険者全員が等しく負担する均等割額（応益分）と、被保険者の

所得に応じて負担する所得割額（応能分）になります。

○保険料率の推移

年度 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 

均等割額 39,710円 43,100円 44,310円 

所得割率 8.07% 8.38% 8.27% 

医療給付費
単位：百万円

138,103 141,043 139,640 141,047 140,943 143,480 140,220 140,144 145,563 149,772 

被保険者数
単位：人

187,309 188,386 189,727 191,038 191,774 191,957 190,035 188,075 192,416 196,408 

※医療給付費…R3以前は決算、R4以降は保険料算定時に想定した決算見込額。 
※被保険者数…R3以前は月末平均、R4以降は各年の8月1日時点見込 
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基礎年金受給者
(年金収入78万円)

厚生年金受給者
標準的な年金額
(年金収入186万円)

令和２・３年度 令和４・５年度 令和４・５年度

被保険者
均等割額

所得割率
被保険者
均等割額

所得割率 保険料額 保険料額 保険料額 保険料額

（円） （％） （円） （％） （円） （円 / ％） （円） （円） （円）

全国 47,777 9.34 46,987 9.12 6,472 +114 / +1.8 6,358 1,194 4,559

北海道 51,892 10.98 52,048 10.98 6,014 +19 / +0.3 5,995 1,292 5,175

青森県 44,400 8.80 44,400 8.30 4,267 +102 / +2.4 4,165 1,108 4,267

岩手県 40,900 7.36 38,000 7.36 4,269 +328 / +8.3 3,941 1,017 3,725

宮城県 44,640 8.62 42,240 7.97 5,687 +363 / +6.8 5,324 1,108 4,225

秋田県 44,310 8.27 43,100 8.38 4,097 +122 / +3.1 3,975 1,100 4,117

山形県 43,100 8.80 43,100 8.68 4,613 +78 / +1.7 4,535 1,078 4,216

福島県 44,300 8.48 43,300 8.23 4,922 +190 / +4.0 4,732 1,100 4,175

茨城県 46,000 8.50 46,000 8.50 5,842 +44 / +0.8 5,798 1,150 4,250

栃木県 43,200 8.54 43,200 8.54 5,352 -25 / -0.5 5,377 1,075 4,142

群馬県 45,700 8.89 43,600 8.60 5,499 +131 / +2.4 5,368 1,142 4,342

埼玉県 44,170 8.38 41,700 7.96 6,564 +304 / +4.9 6,260 1,100 4,142

千葉県 43,400 8.39 43,400 8.39 6,648 +15 / +0.2 6,633 1,083 4,108

東京都 46,400 9.49 44,100 8.72 8,737 +377 / +4.5 8,360 1,160 4,543

神奈川県 43,100 8.78 43,800 8.74 7,886 +28 / +0.4 7,858 1,078 4,210

新潟県 40,400 7.84 40,400 7.84 4,552 +78 / +1.7 4,474 1,008 3,833

富山県 46,800 8.82 46,800 8.82 5,684 -11 / -0.2 5,695 1,167 4,375

石川県 48,500 9.53 47,520 9.33 6,036 +136 / +2.3 5,900 1,213 4,642

福井県 49,700 9.70 47,800 8.90 6,230 +420 / +7.2 5,810 1,243 4,738

山梨県 40,980 8.30 40,490 7.86 5,109 +175 / +3.5 4,934 1,024 3,990

長野県 40,907 8.43 40,907 8.43 5,260 +33 / +0.6 5,227 1,017 4,017

岐阜県 46,023 8.90 44,411 8.55 5,840 +195 / +3.5 5,645 1,150 4,358

静岡県 42,500 8.29 42,100 8.07 5,897 +89 / +1.5 5,808 1,058 4,050

愛知県 49,398 9.57 48,765 9.64 7,593 -45 / -0.6 7,638 1,233 4,683

三重県 44,589 8.99 44,589 8.99 5,689 -64 / -1.1 5,753 1,115 4,330

滋賀県 46,160 8.70 45,512 8.70 6,168 +7 / +0.1 6,161 1,154 4,316

京都府 53,420 10.46 53,110 9.98 7,202 +201 / +2.9 7,001 1,336 5,102

大阪府 54,461 11.12 54,111 10.52 7,305 +19 / +0.3 7,286 1,362 5,327

兵庫県 50,147 10.28 51,371 10.49 6,960 -283 / -3.9 7,243 1,254 4,916

奈良県 50,500 9.93 48,100 9.41 7,096 +149 / +2.1 6,947 1,258 4,825

和歌山県 50,317 9.33 50,304 9.51 5,393 +17 / +0.3 5,376 1,258 4,662

鳥取県 47,436 9.10 42,480 8.07 5,097 +483 / +10.5 4,614 1,183 4,475

島根県 50,880 9.35 50,640 9.55 5,347 +82 / +1.6 5,265 1,272 4,691

岡山県 47,500 9.50 46,600 9.17 5,917 +127 / +2.2 5,790 1,183 4,592

広島県 45,840 8.67 46,451 8.84 6,198 -56 / -0.9 6,254 1,146 4,294

山口県 53,417 10.34 53,847 10.48 6,252 -110 / -1.7 6,362 1,335 5,069

徳島県 56,044 10.47 55,000 10.28 5,718 +135 / +2.4 5,583 1,401 5,214

香川県 50,800 9.80 49,800 9.78 6,326 +204 / +3.3 6,122 1,267 4,812

愛媛県 49,140 9.09 47,720 9.02 5,262 +215 / +4.3 5,047 1,229 4,547

高知県 55,500 10.50 54,316 10.49 5,729 +109 / +1.9 5,620 1,383 5,200

福岡県 56,435 10.54 55,687 10.77 6,811 +46 / +0.7 6,765 1,410 5,249

佐賀県 54,100 10.23 52,300 10.06 5,783 +204 / +3.7 5,579 1,350 5,058

長崎県 49,400 9.03 47,200 8.98 5,249 +295 / +6.0 4,954 1,233 4,542

熊本県 54,000 10.26 50,600 9.95 5,518 +302 / +5.8 5,216 1,350 5,067

大分県 53,600 10.32 47,000 9.06 5,257 +293 / +5.9 4,964 1,340 5,071

宮崎県 48,400 9.08 48,400 9.08 4,718 +70 / +1.5 4,648 1,210 4,514

鹿児島県 56,900 10.88 55,100 10.38 5,350 +242 / +4.7 5,108 1,417 5,358

沖縄県 48,440 8.88 48,440 8.88 6,346 +30 / +0.5 6,316 1,211 4,460

対令和２･３年度増減

○　令和４･５年度の被保険者一人当たり平均保険料額は、保険料改定に係る各広域連合の条例改正時の見込額であり、各年度に
　おいて実際に各被保険者に課される保険料額の平均値とは異なる。
○　令和２･３年度の被保険者一人当たり平均保険料額（実績）は、「後期高齢者医療制度被保険者実態調査報告」（厚生労働省
　保険局）より算出。(令和３年度は速報値）
○　年金収入別保険料額の例（月額）については、単身世帯の保険料額である。
○　基礎年金受給者（年金収入78万円）については、均等割７割軽減に該当する。
○　厚生年金受給者の標準的な年金額（年金収入186万円）については、厚生年金（夫婦２人分の老齢基礎年金を含む標準的な年
　金額）から老齢基礎年金（満額）１人分を引いて算出。均等割５割軽減に該当する。

後期高齢者医療制度の令和４･５年度の保険料率等

均一保険料率（年額・率）
被保険者一人当たり
平均保険料額（月額）

年金収入別の保険料額の例（月額）

令和４・５年度 令和２・３年度 令和４・５年度（見込）
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